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令和４年度 再評価対象地区に係る事業制度・費用対効果の分析について 
 

課名     河川課        

 

○ 

事 

業 

制 

度 

に 

つ 

い 

て 

事 業 名 河川総合開発事業 

事 業 目 的 災害に対処するための洪水調整、下流耕地に対するかんがい用水の補給等

不特定用水の利用、維持放流を利用した発電を目的とするダム建設等事業 

採 択 基 準 
一級河川の指定区間又は二級河川で河道改修によることが困難であり、洪

水調節等を必要とするもので特定の利水目的を含まないもの。 

概      要 

(メニュー) 

・本体工（ダム本体、仮設備、管理設備等）  ・測量試験 

・用地及び補償（補償、補償工事） ・機械器具 

○ 

費 

用 

対 

効 

果 

の 

分 

析 

に 

つ 

い 

て 

 

＊ 

費 

用 

便 

益 

B/C 

＊ 

効 

果 

の 

項 

目 

う 

ち 

貨 

幣 

換 

算 

す 

る 

項 

目

》  
Ｂ

《  

・家屋資産 

・家庭用品資産 

・事業所資産（償却・在庫資産） 

・農漁家資産（償却・在庫資産） 

・農作物資産（水田・畑） 

・公共土木施設 

そ 

の 

他 

項 

目 

 

費 

用 

》  
Ｃ 

《  
の 

算 

定 

・事業費と維持管理費の合計 

・評価対象期間は整備期間＋５０年とする 

・現在価値化に用いる割引率は４％（Ｂ及びＣ共通） 

・維持管理項目は、毎年の維持管理費を現在価値化して積算 

・毎年の維持管理費は県内の管理ダム実績管理費用より算出 

費 

用 

便 

益 

比 

の 

基 

準 

・費用便益比が１．０以上 

 



令和４年度 再評価対象地区に係る事業制度・費用対効果の分析について 
課名   河川課      

 

  ○ 

  事 

  業 

  制 

  度 

  に 

  つ 

  い 

  て 

 事 業 名 広域河川改修事業 

 事 業 目 的 一級河川において、一定の計画に基づき施行される改良工事 

 採 択 基 準 

① 総事業費が概ね12 億円以上のもので、次のいずれかの要件に該当する 

もの 

①－１ 改良工事によって洪水被害が防止される区域内の農耕地が200ha 

以上であるもの、宅地が20ha以上であるもの、家屋が200 戸以上あるもの 

又は農耕地が100ha 以上であって、かつ、宅地が10ha 以上若しくは家屋が 

100 戸以上であるもの 

①－２ 改良工事による費用便益比が１以上であるもの 

かつ、想定最大規模の降雨による浸水想定区域図または浸水想定図が公表
されていること 

 概      要 

 (メニュー) 

・築堤工、掘削工、護岸工等 

○ 

費 

用 

対 

効 

果 

の 

分 

析 

に 

つ 

い 

て 

 

＊ 

費 

用 

便 

益 

B/C 

＊ 

 効 

 果 

 の 

 項 

 目 

う 

ち 

貨 

幣 

換 

算 

す 

る 

項 

目 

》  
Ｂ 

《  

・家屋資産 

床面積に家屋１㎡当たり評価額を乗じ家屋資産額を算定 

・家庭用品資産 

  世帯数に１世帯当たり家庭用品評価額を乗じ、家庭用品資産額を算定 

・事業所資産（償却・在庫資産） 

  産業分類ごとに、従業者数に１人当たり償却資産及び在庫資産評価額を乗
じ、事業所償却・在庫資産を算定 

・農漁家資産（償却・在庫資産） 

  農漁家世帯数に１戸当たりの償却資産評価額及び在庫資産評価額を乗じ、
農漁家償却資産額及び在庫資産額を算定 

・農作物資産（水稲・畑） 

水田面積、畑面積に平年収量及び農作物価格を乗じ農作物資産額を算定 

・公共土木施設 

一般資産被害額との比率や単位面積当たり被害額を用いて公共土木施設等
の被害額を算定 

・間接被害（営業停止損失、家庭・事業所、国・地方公共団体における応急対
策費用） 

そ 
の 

他 

項 

目 

 

 

費 

用 

》  
Ｃ 

《  
 

 
の 
算 
定 

・事業費と維持管理費の総費用 
・事業費とは、工事費、用地費、補償費、附帯工事費等 
・維持管理費は、毎年定常的に支出される除草等の費用 
・評価対象期間は、施設完成後から５０年間 
・社会的割引率４％で現在価値化して評価 

費 

用 

便 

益 

比 

の 

基 

準 

・費用便益比が１．０以上 

 



令和４年度 再評価実施箇所（附図） 

                                                                       担当課〔 河川課 〕 

 番   号 １ 
事 業 名 

(路線･河川名等)      

河川総合開発事業 

（一級河川 亀尾島川 内ケ谷ダム） 

事業実施  

箇    所 
郡上市大和町内ケ谷 事 業 主 体 岐阜県 

採択年度 昭和５４年度 完了予定年度 令和９年度 

再評価の実施基準 社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業 

事業目的  

洪水調節：ダム地点の計画高水流量880m3/sのうち690m3/sの洪水調節を行うことで、長良

川沿川地域の被害軽減を図る。 

流水の正常な機能の維持：既得用水の補給を行う等、流水の正常な機能の維持と増進を図

る。 

発電：維持放流を利用した従属発電を実施。 

事業概要  

ダム形式：重力式コンクリートダム 

ダム高：84.2m、堤頂長：261.5m、堤体積：330.0千m3 

貯水容量：11,500千m3、有効貯水容量：9,100千m3、湛水面積：0.46km2 

概 要 図  

  

 

 

     

 

 

●位置図 

●完成予想図 

 

郡上市 内ヶ谷 

岐阜市 
木 曽 川 

長 

良 

川 

神 

通 

川 

飛 

騨 

川 

揖 

斐 

川 

●計画概要図 

亀尾島川 

内ケ谷ダム 長良川 



令和 4 年度 再評価実施箇所（附図） 

                                                                       担当課〔 河川課 〕 

 番   号 ２ 
事 業 名 

(路線･河川名等)      

広域河川改修事業 
（一級河川 可児川） 

事業実施  

箇    所 
可児市、御嵩町 事 業 主 体 岐阜県 

採択年度 昭和３４年度 完了予定年度 令和１０年度 

再評価の実施基準 事業着手後5年間が経過した時点で継続中の事業 

事業目的  

可児川では、平成２２年に大規模な浸水被害が発生している。今後は河道掘削、護岸工

、築堤、用地買収等を実施し、流下能力を向上させ、浸水被害の解消を図る。 

事業概要  

 全体延長 L=約18.9km 【河道掘削、護岸工、築堤、用地買収】 

概 要 図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①平常時(可児川 10km 付近) ②H22.7 洪水浸水状況 

可児川
浸水区域

浸水区域

可児川 



令和４年度 再評価実施箇所（附図） 

                                                                       担当課〔 河川課 〕 

 番   号 ３ 
事 業 名 

(路線･河川名等)      

広域河川改修事業 

（一級河川 久々利川） 

事業実施  

箇    所 
可児市 事 業 主 体 岐阜県 

採択年度 平成４年度 完了予定年度 令和７年度 

再評価の実施基準 事業着手後5年間が経過した時点で継続中の事業 

事業目的  

久々利川では、平成２２年に大規模な浸水被害が発生している。今後は河床掘削や拡幅

（引堤）、築堤、横断工作物改築等を実施し、流下能力を向上させ、浸水被害の解消を図

る。 

事業概要  

 全体延長 L=約2.15km 【河道掘削、護岸工、築堤、橋梁架替、堰改築、用地買収】 

概 要 図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図出典：国土地理院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可児川

木曽川

可児

東海環状自動車道

可児市役所

41

広域河川改修事業 久々利川
L=2.15km（事業評価区間）

御嵩町

飛騨川

可児市

瑞浪市

多治見市

可児市

可児御嵩IC

御嵩町役場

御嵩

久々利川

21

248

19

中央自動車道

土岐JCT

土岐IC

248

21

①平常時(6.16km 付近) ②H22.7 洪水時（6.16km 付近） 

凡例

流域界
市町村界
対象河川
事業区間
河川
高速道路
国道
JR線
名鉄広見線

久々利川 
久々利川 































令和４年度 
岐阜県事業評価監視委員会 

費用対効果分析資料 
 
■事業名 

 【河川事業】 河川総合開発事業 一級河川 亀尾島川 内ケ谷ダム 
 
■事業内容 

 内ケ谷ダム本体工事 1 式、ダム関連工事 1 式、付替道路工事 1 式 
 

■費用対効果分析結果 

区分 
前回 今回 

備考 
（基準年：R1） （基準年：R4） 

事業期間 S54～R7 S54～R9  

費用 
（百万円） 

事業費 89,820 116,462  

維持管理費 1,128 1,119  

合計（C） 90,949 117,581  

効果 
（百万円） 

浸水被害防止便益 43,494 80,856  

不特定便益 52,276 62,151  

合計（B） 95,770 143,007  

費用対効果分析結果（B/C） 1.05 1.22  

※金額は、社会的割引率（4%）を用いて現在の価値に換算したもの 

■費用対効果分析の分析方法 

・治水経済調査マニュアル（案）【令和 2年 4月】 国土交通省 水管理・国土保全局 
 
■費用対効果分析結果の要因変化 

【費用の主な変化要因】 

・費用（C）は、令和 2年 7月豪雨等の自然現象に起因する左岸斜面変状対策や貯水池周辺斜面地

すべり対策、労働基準法改正に伴う経費上昇や労務・材料費等の単価上昇により、事業費が増

加した。 

（現在価値化前の事業費 R1 580 億円 → R4 730 億円） 
 

【便益の主な変化要因】 

・効果（B）のうち、浸水被害防止便益（治水便益）は、R2.3 の国河川整備計画変更に伴い、国遊

水地整備箇所及び計画が示されたことにより、国管理区間への内ヶ谷ダムの効果が明確となっ

たため、区間を延長し便益を算定した。その結果、治水便益が増加となった。 
 

・川の流況を改善できる便益（不特定便益）は、不特定用水専用のダム建設費を計上することに

なっており、ダム建設費に連動して不特定ダム建設費が増加するため、便益が上がっている。 

※不特定便益は、不特定ダム建設費を整備期間中の各年度に割り振り、現在価値化して計上。 

※不特定用水専用ダム建設費は、内ケ谷ダムと同条件（建設地等）での建設費を算定。 

 

・残存価値は評価対象期間の見直しにより増加した。 

※残存価値は、現在（基準年）から内ケ谷ダム完成 50年後の資産価値を現在価値化により算定。 

 

【費用対効果分析結果の変化】 

・完成年度は、左岸の斜面変状対策等に期間を要すため、R7→R9 に延期。 
 

・費用便益比（B/C）は、前回の 1.05 から 1.22 に増加し、1を上回っており、十分な事業効果が

確保される見通しである。  















令和４年度 第４回 
岐阜県事業評価監視委員会 

費用対効果分析資料 
 

■事業名 

【河川事業】 広域河川改修事業 可児川 

 

■事業内容 

河川改修 全体延長 L=約 18.9km（河道掘削、護岸工、築堤、用地買収） 

 

■費用対効果分析結果 

区分 
前回 今回 参考 

（基準年：R4） （基準年：H29） （基準年：R4） 

事業期間 H24～H40 S34～R10 H24～R10 

費用 

（百万円） 

事業費 2,582 95,905 3,361 

維持管理費 299 9,644 369 

合計（C） 2,880 105,550 3,730 

効果 

（百万円） 

氾濫防止便益 7,397 195,313 16,180 

    

合計（B） 7,397 195,313 16,180 

費用対効果分析結果（B/C） 2.6 1.9 4.3 

※金額は、社会的割引率（4%）を用いて現在の価値に換算したもの。 

※事業期間は、前回評価では河川整備計画策定後を対象としていたが、今回評価では事業着手後以降

を対象。 

 

■費用対効果分析の分析方法 

・治水経済調査マニュアル（案）【令和 2年 4月】 国土交通省 水管理・国土保全局 

 

■費用対効果分析結果の概要 

【費用の主な変化要因】 

（事業費） 

 全体事業費は変更なし。 

（現在価値化した事業費） 

 基準年が変更（H29→R4）となったことにより、現在価値化後の事業費が増加した。 

 

【効果の主な変化要因】 

（便益） 

 デフレーターの変更（H29→R4）、マニュアル改定により浸水深別被害率（特に２ｍ以下）が大

きく見直されたため、一般資産額は増加した。 

（現在価値化した便益） 

 年平均被害軽減期待額の増加等により、現在価値化後の便益も増加した。 

 

【B/C の状況】 

 費用便益比（B/C）は、事業評価期間の対象を変更したことにより 1.9 となったものの、十分な

事業効果が確保される見通しである。 

 

















令和４年度 第４回 
岐阜県事業評価監視委員会 

費用対効果分析資料 
 

■事業名 

【河川事業】 広域河川改修事業 久々利川 

 

■事業内容 

河川改修 全体延長 L=約 2.15km（河道掘削、護岸工、築堤、橋梁架替、堰改築、用地買収） 

 

■費用対効果分析結果 

区分 
前回 今回 参考 

（基準年：H29） （基準年：R4） （基準年：R4） 

事業期間 H24～H35 H4～R7 H24～R7 

費用 

（百万円） 

事業費 1,610 4,827 2,302 

維持管理費 186 552 257 

合計（C） 1,796 5,378 2,559 

効果 

（百万円） 

氾濫防止便益 2,268 9,223 6,519 

    

合計（B） 2,268 9,223 6,519 

費用対効果分析結果（B/C） 1.3 1.7 2.5 

※金額は、社会的割引率（4%）を用いて現在の価値に換算したもの。 

※事業期間は、前回評価では河川整備計画策定後を対象としていたが、今回評価では事業着手後以降

を対象。 

 

■費用対効果分析の分析方法 

・治水経済調査マニュアル（案）【令和 2年 4月】 国土交通省 水管理・国土保全局 

 

■費用対効果分析結果の概要 

【費用の主な変化要因】 

（事業費） 

 前回評価後（H29 年度）の設計実施による整備費の精査、資材・労務単価の上昇に伴い、全体

事業費の増加。 

（現在価値化した事業費） 

 基準年が変更（H29→R4）となったことにより現在価値化後の事業費が増加した。 

 

【効果の主な変化要因】 

（便益） 

 デフレーターの変更（H29→R4）、マニュアル改定により浸水深別被害率（特に２ｍ以下）が大

きく見直されたため、一般資産額が増加し、被害額、年平均被害軽減期待額が増加した。 

（現在価値化した便益） 

 年平均被害軽減期待額の増加等により、現在価値化後の便益も増加した。 

 

【B/C の状況】 

 費用便益比（B/C）は、事業評価期間の対象を変更したことにより 1.7 となっており、十分な事

業効果が確保される見通しである。 

 


